
給実甲第１２９２号

令和３年１２月２４日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第１０８０号の一部改正について（通知）

給実甲第１０８０号（指定職俸給表を適用する職員について）の一部を下記の

とおり改正したので、令和４年１０月１日以降は、これによってください。

なお、この通知の施行に伴う経過措置については、給実甲第１２９３号（給実

甲第１２９２号（給実甲第１０８０号の一部改正について）の施行に伴う経過措

置について）に定めるところによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

１ 人事院規則９―２（俸給表の適 １ 人事院規則９―２（俸給表の適

用範囲）第１５条第７号から第９ 用範囲）第１５条第７号から第９

号までの規定による人事院指令に 号までの規定による人事院指令に

より新たに指定職俸給表を適用す より新たに指定職俸給表を適用す



る職員は、次の各号のいずれかに る職員は、次の各号のいずれかに

掲げる職員とする。ただし、特別 掲げる職員とする。ただし、特別

の事情によりこれにより難い場合 の事情によりこれにより難い場合

には、あらかじめ事務総長に協議 には、あらかじめ事務総長に協議

して、別段の取扱いをすることが して、別段の取扱いをすることが

できる。 できる。

一 指定職俸給表の適用を受ける 一 指定職俸給表の適用を受ける

職員として指定しようとする日 職員として指定しようとする日

（以下単に「指定しようとする （以下単に「指定しようとする

日」という。）に次に掲げる要 日」という。）に次のいずれか

件を満たす職員 に掲げる要件を満たす職員

イ 人事院規則８―１２（職員 イ 人事院規則８―１２（職員

の任免）第２５条第３号に掲 の任免）（以下「規則８―１

げる官職への昇任若しくは転 ２」という。）第２５条第３

任（同規則第２６条第２項に 号に掲げる官職への昇任又は

規定する人事院が定める転任 転任（規則８―１２第２６条

に限る。）又は同規則第１８ 第２項に規定する人事院が定

条第３項に規定する特定幹部 める転任に限る。）をしたこ

職への昇任若しくは転任をし と。

たこと。

ロ 次に掲げる国家公務員法（ ロ 特定幹部職（規則８―１２

昭和２２年法律第１２０号） 第１８条第３項に規定する特

第８２条の規定による懲戒処 定幹部職をいう。）への昇任

分又はこれに相当する処分（ 又は転任（適格性審査基準（

以下「懲戒処分等」という。 平成２６年６月４日内閣官房

）の区分に応じ、指定しよう 長官決定）の１に規定する現



とする日まで引き続く次に定 に幹部職に属する官職と同じ

める期間において懲戒処分等 若しくは同等の職制上の段階

を受けていないこと及び指定 に属する官職に就いている者

しようとする日において職員 又は過去に幹部職に属する官

から聴取した事項又は調査に 職と同じ若しくは同等の職制

より判明した事実に基づき懲 上の段階に属する官職に就い

戒処分等を受けることが相当 ていた者に係る転任を除く。

とされる行為をしていないこ ）をし、かつ、次に掲げる要

と。 件を満たすこと。

⑴ 停職又はこれに相当する ⑴ 指定しようとする日以前

処分 ２年 における直近の連続した３

⑵ 減給又はこれに相当する 回の能力評価（人事評価の

処分 １年６月 基準、方法等に関する政令

⑶ 戒告又はこれに相当する （平成２１年政令第３１

処分 １年 号。以下「人事評価政令」

という。）第５条第３項に

規定する評価期間に係るも

のに限る。⑵において「能

力評価」という。）及び６

回の業績評価（同条第４項

に規定する評価期間に係る

ものに限る。⑵において「

業績評価」という。）の全

体評語（人事評価政令第９

条第３項（人事評価政令第

１４条において準用する場



合を含む。）に規定する確

認が行われた人事評価政令

第６条第１項に規定する全

体評語をいう。以下同じ。

）が上位又は中位の段階で

あること。

⑵ 指定しようとする日以前

における直近の連続した２

回の能力評価及び４回の業

績評価の全体評語について

、一の全体評語が上位の段

階であること。

⑶ 次に掲げる国家公務員法

（昭和２２年法律第１２０

号）第８２条の規定に基づ

く懲戒処分又はこれに相当

する処分（以下この⑶にお

いて「懲戒処分等」とい

う。）の区分に応じ、指定

しようとする日まで引き続

く次に定める期間において

懲戒処分等を受けていない

こと及び指定しようとする

日において職員から聴取し

た事項又は調査により判明

した事実に基づき懲戒処分



等を受けることが相当とさ

れる行為をしていないこ

と。

(ｲ) 停職又はこれに相当す

る処分 ２年

(ﾛ) 減給又はこれに相当す

る処分 １年６月

(ﾊ) 戒告又はこれに相当す

る処分 １年

二 前号に掲げる職員以外の職員 二 前号に掲げる職員以外の職員

のうち、次のいずれかに掲げる のうち、次のいずれかに掲げる

職員 職員

イ 指定しようとする日以前２ イ 指定しようとする日以前３

年間における人事評価の結果 年間における人事評価の結果

及び勤務成績を判定するに足 及び勤務成績を判定するに足

りると認められる事実に基づ りると認められる事実に基づ

き、指定職俸給表の適用を受 き、指定職俸給表の適用を受

ける職員として指定すること ける職員として指定すること

が適当であると認められる職 が適当であると認められる職

員であって、次に掲げる要件 員であって、前号ロ⑴から⑶

を満たすもの までに掲げる要件を満たすも

の

⑴ 指定しようとする日以前 （新設）

における直近の連続した２

回の能力評価（人事評価の

基準、方法等に関する政令



（平成２１年政令第３１号

）第４条第１項に規定する

能力評価をいう。以下同

じ。）及び４回の業績評価

（同項に規定する業績評価

をいう。以下同じ。）の全

体評語（同令第９条第３項

（同令第１４条において準

用する場合を含む。）に規

定する確認が行われた同令

第６条第１項に規定する全

体評語をいう。以下同じ。

）について、二の全体評語

が人事院規則１―２（用語

の定義）第３６号に規定す

る「優良」の段階以上であ

り、かつ、他の全体評語が

同規則第３７号に規定する

「良好」の段階以上である

こと（指定しようとする日

以前における直近の連続し

た２回の能力評価又は４回

の業績評価の全体評語のい

ずれかを付された時におい

て同令第６条第２項第２号

に掲げる職員であった職員



を指定する場合にあっては

、当該職員の人事評価の結

果及び勤務成績を判定する

に足りると認められる事実

に基づき、この要件に相当

する要件を満たすと認めら

れることを含む。）。

⑵ 前号ロに掲げる要件 （新設）

ロ 国際機関又は民間企業に派 ロ 国際機関又は民間企業に派

遣されていたこと等の事情に 遣されていたこと等の事情に

より、イ⑴に規定する全体評 より、前号ロ⑴及び⑵に規定

語の全部又は一部がない職員 する全体評語の全部又は一部

のうち、イに掲げる職員との がない職員のうち、イに掲げ

均衡を考慮して、人事評価の る職員との均衡を考慮して、

結果、勤務成績を判定するに 人事評価の結果、勤務成績を

足りると認められる事実、派 判定するに足りると認められ

遣されていた国際機関又は民 る事実、派遣されていた国際

間企業の業務への取組状況等 機関又は民間企業の業務への

を総合的に勘案して当該職員 取組状況等を総合的に勘案し

に相当すると認められる職員 て当該職員に相当すると認め

られる職員

２ 外務公務員法（昭和２７年法律 ２ 外務公務員法（昭和２７年法律

第４１号）第２条第５項に規定す 第４１号）第２条第５項に規定す

る外務職員として人事評価が実施 る外務職員として人事評価が実施

された職員に対する前項の規定の された職員に対する前項の規定の

適用については、外務職員の人事 適用については、外務職員の人事



評価の基準、方法等に関する省令 評価の基準、方法等に関する省令

（平成２１年外務省令第６号）第 （平成２１年外務省令第６号）第

６条第１項に規定する全体評語を ５条第３項に規定する評価期間を

前項に規定する全体評語と、同令 前項に規定する人事評価政令第５

第６条第２項第２号に掲げる職員 条第３項に規定する評価期間と、

を人事評価の基準、方法等に関す 外務職員の人事評価の基準、方法

る政令第６条第２項第２号に掲げ 等に関する省令第５条第４項に規

る職員とみなす。 定する評価期間を前項に規定する

人事評価政令第５条第４項に規定

する評価期間と、外務職員の人事

評価の基準、方法等に関する省令

第６条第１項に規定する全体評語

を前項に規定する全体評語とみな

す。

以 上


